
● 舞鶴商工会議所会報 ● 7［No.250］平成21年11月

【意見・要望・提言】
○「多目的クレーンの使用料減免について」（要望書）
要　　　旨：「京都舞鶴港西港第二埠頭の多目的クレー

ン使用料減免につきまして、期限の平成21
年８月以降も、当分の間、延長いただきま
すようお願いします。」

提　出　先：京都府知事　山田啓二　様
提出年月日：平成21年７月10日
提　出　者：舞鶴市長　齋藤彰

舞鶴市議会議長　米田利平
舞鶴商工会議所会頭　上西勝己

【常議員会】
○８月21日（金）午後１時30分より当所において上西会頭
他24名出席のもと開催した。
～主な議事～
・新入会員の承認について
・青年部事業報告「この地で咲かせる商人道～地域活性
化のポイント」平成20年度視察研修事業報告
○９月28日（月）午後５時より市内白糸において上西会頭
他29名出席のもと開催した。
～主な議事～
・「（仮称）まちづくり委員会の設置について」
・「伊勢神宮式年遷宮奉賛金募金活動について」

【部会・委員会】
■食料品・水産部会■
○９月４日（金）午前11時30分より当所において正副部会
長会議を開催した。
～主な議事～
・平成21年度の事業について
■広報委員会■
○９月15日（火）午前10時30分より当所において廣瀬
委員長をはじめ８名の出席のもと開催した。

～主な議事～
・会報校正について（９月号）・表紙について（９月号）
・10月号について　・新春号の特集について
○10月15日（木）午前10時30分より当所において廣瀬委員
長をはじめ５名の出席のもと開催した。
～主な議事～
・会報校正について（10月号）・表紙について（10月号）
・11月号について　・新春号の特集について
■小規模企業振興委員会■
○10月14日（水）午前10時30分より当所において11名の
出席のもと第１回連絡会議を開催した。
～主な議事～　
・小規模企業振興委員について
・商工会議所の取り組みについて　・情報交換
■まちづくり委員会■
○９月４日（金）午後７時30分より当所において、11名
のもと設立のための事前打合会を開催した。
～主な議事～
・（仮称）まちづくり委員会の目的、内容、運営等について　
・意見交換
○９月25日（金）午後７時よりつる清において、12名の
出席のもと懇談会を開催した。
～内容～
・上西会頭とまちづくりについて懇談
○10月15日（木）午後７時30分より当所において塩見世
話人をはじめ９名の出席のもと開催した。
～主な議事～
・正副委員長選任
・これまでのまちづくり構想などについて
・委員会の今後の進め方について　・意見交換
■小規模事業者経営改善資金審査会■
○８月25日（火）午後１時30分より当所において、瀬川
委員長をはじめ５名の出席のもと開催した。
○９月30日（水）午前11時より当所において、瀬川委員長
をはじめ４名の出席のもと開催した。

自 平成21年８月21日　至 平成21年10月20日 

「つるスマイル共済」にご加入ください 
　新生命共済制度「つるスマイル共済」が７月にスタートしました。
舞鶴商工会議所のスケールメリットを生かした共済制度としてこれか
らも充実を図ってまいります。ご加入のご検討をお願いします。 

「つるスマイル共済」にご加入ください 「つるスマイル共済」にご加入ください 「つるスマイル共済」にご加入ください 

●商工会議所が吟味した盛り沢山の保障！ 
　（付帯する見舞金制度も充実） 
●割安な掛金設定！ 
　（男女年齢を問わず掛金は1口1,000円） 
●２４時間保障！（業務上・業務外を問いません） 
●加入手続きが簡単！（医師の診査は不要です） 
●剰余金は配当金として還元！ 
  （1年ごとの収支計算で剰余金が生じた場合はお返しします） 
 

　舞鶴商工会議所会員事業所の事業主、役員およびその従業員で14歳6ヵ月超60歳6ヶ月以下の方で、現在 

健康で正常に勤務されている方。 

 　1口1,000円の掛金で給付内容は、不慮の事故による死亡（死亡保険金+災害保険金）250万円､ガン以外の病

気による死亡（死亡保険金）50万円､不慮の事故による入院（入院給付金（5日以上60日限度））1日につき2,000

円、病気入院見舞金（5日以上、ただし1人年1回限度）一律10,000円等です。詳細はお尋ねください。 

※当所職員とアクサ生命保険共済制度推進員が、 

　ご説明のために訪問させていただきます。 

少額の保
険でも加入していてよかった!!少額の保
険でも加入していてよかった!!

保障の内容と掛金 
見舞金の給付内容 
保障の内容と掛金 
見舞金の給付内容 

お問合わせは    舞鶴商工会議所    Tel  62-4600  Fax  62-4933

この制度は、会員事業所の役員および 

従業員の死亡はもとより、不慮の事故による 

入院および身体の障害も保障する制度です。 

加　入　資　格 加　入　資　格 

新生命共済制度 

制度の特徴  制 度 の 特 徴  

名簿 

P15

事　業　所　名 

國本工業㈱ 

変  　　更  　　内 　 　容 

代表者：國本秀雄 

会員内容変更のお知らせ 自：平成21年10月１日　至：平成21年10月20日  


